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おわりに 

 

昨今の高齢者を取り巻く社会意識は、目まぐるしく変化してきている。厚生労働省は、

2011年に 65歳まで希望する従業員全員についての継続雇用を企業に義務付ける方針を

示し、2013 年度からの実施を目指している。法改正が実現するか否かは不透明である

が、これによって、働き続けたい人の希望がかなう義務化がなされることになる。これ

らの背景にあるのは、厚生年金の支給開始年齢が段階的に 65 歳まで引き上げられる方

針から、2013 年度からは 60歳の定年以降で生じる無収入の層が増えることへの対応だ

ということである。 

また、同年に厚生労働省は、年金の支給開始年齢の引き上げについて、これから 10

年～20 年先を見据えた検討課題として議論を進めている。これがどう動いていくのか

を予想するのは難しいが、今のところは、基本として現行の制度を維持しながら、そう

遠くない将来に、年金の支給開始年齢を 68歳あるいは 70歳程度まで引き上げられてい

くことであろう。諸外国の例を見ても、イギリスやドイツは 68 歳支給開始に向けて動

いており、世界一の長寿国であり高齢化の進行するスピードがきわめて速い我が国の場

合、年金の支給開始年齢が 70歳であったとしても不思議なことではない。 

 そもそも、年金とは、人が年齢を重ねれば誰しも迎える高齢期において、自力で解決

することが困難な問題を、全体で支えようとするものであるが、この個人の生活につい

て社会的に支える対象をどの辺りに設定するかを考えると、健康寿命の延伸や財政的状

況より、現在の 60歳では、その対象としてはもう大きくなってきたといえ、恐らく 65

歳でもまだ大きいということであろう。 

 一方で、年金支給開始年齢が上がると、年金を貰うまでの収入をどうするかという問

題が出てくるが、厚生労働省による 2011 年の高齢者雇用に関する調査結果によると、

65 歳まで希望者全員が働ける企業の割合は全体の半数程度にとどまるという。こうし

た状況下で、年金の支給開始年齢を引き上げると、生活保護給付の拡大などにつながる。

それによって、たとえ年金財政は維持できたとしても、今度は生活保護が財政を圧迫す

ることになるであろう。 

このように高齢社会を巡って種々の課題が山積するなか、本報告書ではアクティブ・

エイジングを手がかりに高齢者の社会への関わりの視点から、明るく幸せな高齢社会へ

の方向性を探った。社会保障・福祉制度の疲弊が進み、今後ますます増え行く高齢者を

支え続けることへの限界といった背景から、高齢者の自立問題が現実的な要請として突

き付けられている。こうした状況のもと、これまでの価値意識や発想を転換させ、アク

ティブ・エイジングの発想を持ちながら諸分野に渡って持続可能な高齢社会を築くため

の方向性を共有化し、試行錯誤でも漸進していく必要がある。 

ただし、迫る高齢社会の課題を現実論として突き付けることや、単なる個人への責任

の押し付けではなく、社会的要請を満たしつつ、そこに社会的な理解が得られるような
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あり方を模索していくことが望ましい。そのためには、自立や自活といった責任を求め

る以上、安心した社会活動が行えるための柔軟なセーフティネットの再構築や、高齢就

労のあり方が個人の望む生き方とも重なるような姿を見つけていかなければならない。

そうした方途の先に、高齢者のためひいては世代を超えて豊かで持続可能な高齢社会の

実現に繋がることが大いに期待される。 

 

 



背景 最終目標これから求められる方途方向性方法・要素問題

◎活力ある高齢社会の構築に関する調査研究報告書の概要図
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